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季節の移り変わりは早いものですね。 
これからどんどん寒さが厳しくなっていきます。みなさん、風邪にはくれぐれも気をつけてください！！ 
 

シリーズ！！ シンボルマーク ① 
 
車椅子のマークや、四つ葉のクローバーのマークがついている車を街なかで見かけたことはありませんか？ 
あれは、『障害者のシンボルマーク』です！！ 
今月号より、はあとでは障害者のシンボルマーク等をシリーズで紹介していきます！！ 
みんなが暮らしやすい社会にするためにも、シンボルマークの理解を深めていただければと思っています♪ 
 
◆障害者のシンボルマークとは・・・ 
障害者のシンボルマークは、障害のある方に配慮した施設であることやそれぞれの障害について分かり 
やすく表示するためのもので、例えば、国際的に定められたものや各障害者団体が独自に提唱している 
ものなどがあります。 
障害の中には、心臓や腎臓などの身体内部の機能の障害や、聴覚の障害など外見からは分かりにくいもの

もあります。そのような方々は、誤解されたり、不利益を受けたり、危険にさらされたりするなど、 
日常生活の中で不便を感じることも少なくありません。 
マナーと思いやりをもって、少しでも暮らしやすい社会をつくりたいですねY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
では、第１回目はこのシンボルマークの紹介です♪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

  

「障害者のシンボルマーク」には次のようなものなどがあります！ 見かけたことはありませんか？ 

名称：身体障害者標識（四つ葉のクローバーマーク） 
 
ü マークの概要 
 このマークは、肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、 
道路交通法に定められており、肢体不自由の人が運転していること

を周りに示し、安全運転を促すものです。 
 
肢体不自由者であることを理由に免許に条件を付されている方は、

その障害が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、 
この標識を表示して運転するよう努めなければなりません。 
 
このマークが表示されている自動車に、幅寄せをしたり、その車が

安全な車間距離を保てなくなるような進路変更をすることは 
禁止されています（１点の違反点と５万円以下の罰金が処されます） 




